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はじめに 
当ガイドラインは，2001年2月14日に発行した「ＩＴコーディネータ資格認定

ガイドライン」を補完するもので，マルチエントリーポイント制度の運用を解説するも

のです。「ＩＴコーディネータ資格認定ガイドライン」の記述と一部異なる部分がある

場合には，当ガイドラインの記述が優先されます。また，当ガイドラインは今後，状況

に応じて変更される場合があります。 
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1. マルチエントリーポイント制度の目的と基本的考え方 
 

1.1. マルチエントリーポイント制度の目的 

ＩＴコーディネータ資格認定制度は， 

・継続学習の義務化と実務経験の義務化による高い品質の維持 

・実績やユーザ評価のオープン化により高い社会的信頼を得る 

ことを目指しており，これを実現する仕組みとしてマルチエントリーポイント制度

があります。 

マルチエントリーポイント制度の目的は， 

・最新の経営とＩＴの知識を日々学習し，学習で得た知識を実務を通して磨き，

経営とＩＴを橋渡しして最適なＩＴ投資をコーディネートするプロフェシ

ョナルとしての実務能力を維持・向上する仕組みを提供すること 

・上記のようなプロフェショナルとしての実務能力を持つＩＴコーディネータ

のみが資格を維持できる仕組みを提供すること 

・ＩＴコーディネータが行う様々な形態の学習を一定の尺度で評価できる仕組

みを提供すること 

・ＩＴコーディネータとしての実務能力をクライアントとなり得る人が知るこ

とができる仕組みを提供すること 

です。 

 

1.2. マルチエントリーポイント制度の基本的考え方 

マルチエントリーポイント制度は，次のような考え方にもとづいています。 

・実務を行いつつ自己能力の向上・維持のために継続して学習する資格認定者

が，その個人の状況に合わせて資格維持が行えるようにするため，資格更新

は過去３年度間の知識取得活動・実務活動をポイント化し，その合計で判定

する 

・知識と実務の各取得最低ラインをクリアーすれば，知識と実務のどちらが多

くてもよい 

・資格更新が困難にならないように資格認定時に知識ポイントと実務ポイント

を付与する 

・申請したポイントの元となる活動は資格者自身が自ら記録しておき，必要に

応じて証明しなければならない 

・実務活動については，ＩＴコーディネータとしての社会的信用を高めるため

に公表することを基本とする 

・必要に応じて申請された継続学習実績と実務活動実績に対する監査をする 

・資格の管理は，年度単位を基本とする 

・資格の有効期間は，資格認定時については資格認定年度の翌年度末までで，

資格の更新後は１年度間（４月１日から翌年の３月末まで）である 
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マルチエントリーポイント制度は，経営とＩＴを橋渡しする実務を行いつつ，自己

能力の向上・維持のために継続して学習する個々の状況に合わせて資格更新が行えるよ

うに，継続学習の実績と実務経験の実績をポイント化し，過去３年度間の合計ポイント

で資格を更新します。定められた継続学習と実務経験の最低ポイントをクリアーすれば，

継続学習と実務経験のいずれが多くてもよい，フレキシブルな運用が可能な仕組みです。

また，個々の資格者の社会的信頼を得るために資格更新時に公開申請した実務実績を公

開します。 
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2. マルチエントリーポイント制度の運用の仕組み 
 

2.1. 資格認定時のポイントの付与 

2.１.1. プロフェッショナル特別認定制度及びそれに準じる制度の場合 

プロフェッショナル特別認定制度及びそれに準ずるものでＩＴコーディネータ（以

下ＩＴＣと呼ぶ）資格が認定された場合，資格認定年度，前年度，前々年度に対して下

記のポイントが付与されます。 

ケース研修のインストラクター等に対して定められた手続きに従ってＩＴＣ資格が

認定された場合も当ケースに該当します。 

 

プロフェッショナル特別認定制度による資格認定時に付与されるポイント 

 前々年度 前年度 資格認定年度 

知識ポイント 10 10 10 

実務ポイント 20 25 25 

 

2.１.2. ＩＴコーディネータ補資格に認定される場合 

ＩＴコーディネータ補（以下ＩＴＣ補と呼ぶ）資格が認定された場合，ＩＴＣ補試

験の合格にもとづく知識ポイント（40ポイント）とケース研修の受講修了にもとづく

実務ポイント（25ポイント）が，資格認定年度に対して付与されます。また，協会が

認定した専門知識研修コースを資格認定前に受講し，修了していた場合は，その専門知

識研修コースがもつ知識ポイントが資格認定年度に対して付与されます。ただし，ＩＴ

Ｃ補試験の合格，ケース研修の受講修了，協会が認定した専門知識研修コースの受講修

了の有効期限は，合格年度又は受講修了年度を含めて各々３年度間ですので，資格認定

年度を含めて直近過去３年度のものが有効となります。なお，協会が認定した専門知識

研修コースを資格認定前に受講して知識ポイント対象を多く保有し，ＩＴＣ補資格認定

申請時に100ポイントを超える場合でもＩＴＣ資格認定を申請することはできません。 

 

ＩＴコーディネータ補資格認定時に付与されるポイント 

 前々年度 前年度 資格認定年度 

 ＩＴＣ補試験合格   

  ケース研修修了  

知識ポイント   40 

実務ポイント   25 
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2.2. 資格の有効期間と資格の更新時期 

ＩＴＣ及びＩＴＣ補資格の有効期間は，資格認定年度を除いて毎年4月1日から翌

年 3 月末日までの１年度間です。資格を維持するためには，マルチエントリーポイン

ト制度に従って必要な知識ポイントと実務ポイントを申請してください。なお，翌年度

の審査結果がでるまでの申請期間，審査期間中は前年度の資格が継続しているものとし

ます。なお，ＩＴＣ及びＩＴＣ補資格認定時の有効期間は，資格取得日から翌年度の３

月末日までです。 

例えば，2001年4月1日に資格が認定された場合は，2003年3月31日まで資

格は有効です。また，2002年3月31日に資格が認定された場合も，資格の有効期限

は2003年3月31日となります。この資格者が，2003年4月に資格の更新をした

場合，次の資格の有効期限は2004年 3月 31日になります。また，この場合，「資

格の更新年度」は2003年度になります。 

ＩＴＣ補からＩＴＣへの資格のレベルアップ申請も資格の更新時期に同時に申請し

ます。 

なお，資格更新等の申請と審査の時期は下表を基本としますが，詳細日程はその都

度ＩＴコーディネータ協会のホームページ等でお知らせします。 

 

（資格認定時の有効期間と資格更新の時期） 

 

 

 

 

 

 

 

（資格更新後の有効期間と資格更新の時期） 

 

 

 

 

 

 

申請期間 審査期間 実績対象期間 
（ポイント換算期間） 

資格認定日 翌年度３月 

翌々年度４～５月 

翌々年度６月 

申請期間 審査期間 実績対象期間 
（ポイント換算期間） 

４月 翌年３月 

翌年４～５月 

翌年６月 
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2.3. 資格の更新条件 

2.3.1. ＩＴコーディネータ補及びＩＴコーディネータに共通する条件 
 

 1年度間の最低取得ポイント 3年度間の最低取得ポイント 

知識ポイント 5ポイント 30ポイント 

実務ポイント － 15ポイント 
 

2001年2月14日版「ＩＴコーディネータ資格認定ガイドライン」で定めた知識

ポイント，実務ポイントごとの３年間で取得できるポイントの上限は，定めないものと

します。 

 

2.3.2. ＩＴコーディネータ補としての更新条件 

資格更新年度の直近過去３年度分の知識ポイントと実務ポイントの累積合計が 65

ポイント以上。 

 

2.3.3. ＩＴコーディネータとしての更新条件 

資格更新年度の直近過去３年度分の知識ポイントと実務ポイントの累積合計が

100ポイント以上。 

 

過去3年度間で100ポイント以上 

 

知識ポイント 

最低30ポイント 

資格者のおかれた環境に合わせて 

知識ポイントと実務ポイントの組

み合わせで55ポイント以上 

実務ポイント 

最低15ポイント 

 

知識ポイント30ポイント 実務ポイント70ポイント以上 

 

知識ポイント85ポイント以上 実務ポイント15ポイント 

 

知識ポイント50ポイント 実務ポイント50ポイント 

 

 

2.3.4. 資格の失効 

資格の更新時期に更新条件を満たすことができない場合には，１年度間に限っては，

ＩＴＣ及びＩＴＣ補の名称を使用することはできませんが，マルチエントリーポイント

制度に従ってポイントを得ることができます。ただし，２年連続で更新条件を満たすこ

とができない場合には，ＩＴＣ及びＩＴＣ補の資格認定を失効します。 
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2.4. ＩＴコーディネータ補からＩＴコーディネータへの資格のレベルアップ申請 

ＩＴＣ補からＩＴＣへの資格のレベルアップ申請は，資格の更新時期に申請するこ

とが基本です。しかし，ＩＴＣ補資格認定時期によっては最大1年11ヶ月経たないと

ＩＴＣ資格申請ができないため，当面下記の措置を行います。 

・ＩＴＣ補資格認定者でＩＴＣ補資格認定日より 1年間を経てＩＴＣ資格認定

条件を満足する方を対象に，ＩＴＣ補からＩＴＣへの資格のレベルアップ申

請受付を資格の更新時期とは別に毎年 10月頃に行います。ただし，申請で

きるポイントは前年度末までのものが対象となります。 

・ＩＴＣ補資格認定者でＩＴＣ補資格認定日より１年間を経てＩＴＣ資格認定

条件を満足する方は，毎年 4月の資格更新時期か，毎年 10月頃に行うＩＴ

Ｃ補からＩＴＣへの資格のレベルアップ申請受付のいずれか早い方でＩＴ

Ｃ資格認定申請を行うことができます。 

 

ＩＴＣ補からＩＴＣへの資格認定条件は， 

・認定年度の直近過去 3 年度分の知識ポイントと実務ポイントの累積合計が

100ポイント以上であること 

・実務ポイントは，ケース研修受講修了で得たポイントを除いて 15ポイント

以上あること 

です。 
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2.5. 資格更新の例 

2.5.1. プロフェッショナル認定制度でＩＴコーディネータ認定を受けた場合 

（ケース研修インストラクターで条件を満足してＩＴコーディネータ認

定を受けた方も同様とします） 

2001年 10月に資格認定された方の例を下記に示します。資格認定と同時に資格

認定年度，前年度，前々年度の 3 年度間に渡ってポイントが付与されます。この方は

2003年4月に資格の更新を迎えますが，2001年10月～2003年 3月までの期間

の知識ポイント1と実務ポイントを申請することができます。次の更新時期の2004年

4月には，2003年4月～2004年 3月までの期間の知識ポイントと実務ポイントを

申請します。そして，更新年度から過去３年度間のポイントが100ポイント以上であ

れば，ＩＴＣ資格が更新されます。 

 

プロフェッショナル特別認定制度によるＩＴＣ認定者の例（2001年10月認定） 

 99 
年度 

00 
年度 

01 
年度 

02 
年度 

03 
年度 

04 
年度 

0５ 
年度 

0６ 
年度 

         

知識ポイント 10 10 10      

実務ポイント 20 25 25      

     
 

   

      
   

      
   

      
   

 

                                                 
1 なお，知識ポイント取得項目の知識研修と関連他資格については，ポイントの対象期間が異なりますので，３知識
ポイントの詳述をご覧ください。 

実務ポ
イント 

更新に有効なポイント期間 更新 

実務ポ
イント 

知識ポ
イント 
知識ポ
イント 

実務ポ
イント 

知識ポ
イント 

実務ポイント 

知識ポイント 

更新に有効なポイント期間 更新 

更新に有効なポイント期間 更新 

更新に有効なポイント期間 更新 
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2.5.2. ＩＴコーディネータ補を継続する場合 

2001年 10月に資格認定された方の例を下記に示します。資格認定と同時に資格

認定年度に対してケース研修受講修了とＩＴＣ補試験合格のそれぞれのポイントが付

与されます。ここでは，2001年度認定としてポイントが与えられています。この方は

2003年4月に資格の更新を迎えますが，2001年10月～2003年 3月までの期間

の知識ポイント 1 と実務ポイントを申請することができます。次の更新時期の 2004

年4月には，2003年4月～2004年3月までの期間の知識ポイントと実務ポイント

を申請します。そして，更新年度から過去3年度間のポイントが65ポイント以上であ

れば，ＩＴＣ補資格が更新されます。 

 

ＩＴコーディネータ補認定者の例（2001年10月認定） 

 99 
年度 

00 
年度 

01 
年度 

02 
年度 

03 
年度 

04 
年度 

0５ 
年度 

0６ 
年度 

         

知識ポイント   40      

実務ポイント   25      

     
 

   

      
   

      
   

      
   

 

                                                 
1 なお，知識ポイント取得項目の知識研修と関連他資格については，ポイントの対象期間が異なりますので，３知識
ポイントの詳述をご覧ください。 

実務ポ
イント 

更新に有効なポイント期間 更新 

実務ポ
イント 

知識ポ
イント 
知識ポ
イント 

実務ポ
イント 

知識ポ
イント 

実務ポイント 

知識ポイント 

更新に有効なポイント期間 更新 

更新に有効なポイント期間 更新 

更新に有効なポイント期間 更新 
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2.5.3. ＩＴコーディネータ補からＩＴコーディネータになる場合 

ＩＴＣ補の資格認定者がＩＴＣ資格へのレベルアップ申請申請を行う例を以下に示

します。更新年度から過去3年度間の合計ポイントが100ポイント以上でかつ，実務

ポイントがケース研修受講修了で得たポイントを除いて15ポイント以上ある場合，Ｉ

ＴＣ資格を申請することができます。 

 

ＩＴコーディネータ補からＩＴコーディネータになるために申請 

 99 
年度 

00 
年度 

01 
年度 

02 
年度 

03 
年度 

04 
年度 

05 
年度 

06 
年度 

         

知識ポイント   40      

実務ポイント   25      

     
 

   

      
   

      
   

例１：2002年3月認定者が2003年4月ＩＴＣ補更新 

知識ポイント   40 10     

実務ポイント   25 15     

例２：2002年3月認定者が2003年4月ＩＴＣ申請 

知識ポイント   40 15     

実務ポイント 
  

25 20 
 

   

例３：2002年4月度ＩＴＣ補認定者で事前認定研修受講が，2004年10月ＩＴＣ申

請 

知識ポイント    4５ 15    

実務ポイント 
   

25 15    

 

実務ポ
イント 

更新に有効なポイント期間 申請 

実務ポ
イント 

知識ポ
イント 
知識ポ
イント 

実務ポ
イント 

知識ポ
イント 

実務ポイント 

知識ポイント 

更新に有効なポイント期間 申請 

更新に有効なポイント期間 申請 

ITC
補 
更新 

ITC 

申請 

ITC 

申請 
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３．知識ポイント 
知識ポイントとは，専門知識を取得したり，専門知識をレベルアップすることによって得

られるポイントで，試験の合格，研修の受講，関連他資格の取得・更新等によって得られます。

次に知識ポイントの取得項目とポイントを示します。なお，知識ポイントの取得項目，１年度

間の上限，ポイント換算等は，毎年度見直してその時点の現状に合う運用を行う予定です。 

 

知識ポイントの取得項目，対象者，１年度間の上限，ポイント換算，主な証明書類等 

取得項目 対象者 
１年度間
の上限 

ポイント 
換算 

主な証明書
類等 

ＩＴＣ補試験 受験者 ―― 40Ｐ 合格証 知識 
試験 ポイント不足者に対する知識試験 資格保持者 ―― 40Ｐ 合格証 

ＩＴコーディネータ協会が主催する研修コ
ース，セミナー受講 

受験者 
資格保持者 

―― 
4 時間で 
1Ｐ 

受講修了書 

外部機関が実施するＩＴコーディネータ協
会が認定した研修コース（集合研修）の受
講 

受験者 
資格保持者 

―― 
4 時間で 
1Ｐ 

受講修了書 知識 
研修 

外部機関が実施するＩＴコーディネータ協
会が認定した研修コース（通信教育等）の
受講 

受験者 
資格保持者 

―― 
8 時間で 
1Ｐ 

受講修了書 

関連他資格取得 資格保持者 10Ｐ 
1 資格で 
10Ｐ 

資格証 
関連他資格 

関連他資格更新 資格保持者 3Ｐ 
1 資格で 
3Ｐ 

資格更新の
証明書類 

外部機関が実施するＩＴコー
ディネータ協会が認定してい
ない研修コース及びセミナー
の受講 

資格保持者 
8 時間で 
1Ｐ 

受講修了書 

個人学習 

自己の所属しているグループ
での学習 

資格保持者 

合計で 
４Ｐ 

8 時間で 
1Ｐ 

研修日時と
出席を証明
する書類 

協会が認定する定期刊行物の購読 資格保持者 
1 誌1年度
間で2Ｐ 

別途定める 

知識 
取得 

協会が発行する定期刊行物の購読 資格保持者 

合計で 
4Ｐ 1 誌1年度

間で3Ｐ 
別途定める 

ケース研修教材等の開発 資格保持者 ―― 
8 時間で 
1Ｐ 

別途定める 

ＩＴＣ活動による成功事例論
文 

資格保持者 
1 件で 
3Ｐ 

審査合格書 

ＩＴＣ専門知識に関する原稿
発表及び学会発表及び書籍の
執筆 

資格保持者 
1 件で 
2Ｐ 

審査合格書 

協会の委員
会ごとに定
める規程で，
審査合格に
なったもの 

ＩＴＣ活動に寄与する図書の
書評 

資格保持者 

合計で 
4Ｐ 

1 件で 
1Ｐ 

審査合格書 

協会
活動 

協会の委員会活動のうち，知識ポイントに
あたると規程された活動 

資格保持者 ―― 
4 時間で 
1Ｐ 

活動証明書 
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3.1. ＩＴコーディネータ補試験 

ＩＴＣ補資格認定時に付与されるポイントです。ＩＴＣ補資格認定時に，資格認定

年度に対して与えられます。例えば，2002 年度にＩＴＣ補試験に合格し，2003 年

度にケース研修を修了して，2003 年度にＩＴＣ補に申請して認定された場合は，

2003年度の知識ポイントが40ポイント，2003年度の実務ポイントが25ポイント

として付与されます。ただし，ＩＴＣ補試験合格の有効期間は合格年度を含めて３年度

間ですので，その間にケース研修を受講修了してＩＴＣ補資格の認定を申請しなければ，

無効になります。 

 

3.2. ポイント不足者に対する知識試験 

資格更新時に知識ポイントが不足して資格を維持できない人に対して実施する試験

です。2004年度以降で実施する予定です。 

 

3.3. ＩＴコーディネータ協会が主催する研修コース，セミナー受講 

ＩＴコーディネータ協会が主催する研修コースやセミナーを受講することで知識ポ

イントを得ることができます。ＩＴコーディネータ協会が主催する研修コースやセミナ

ーは，協会のホームページに開催が決定する都度掲載されます。現在ＩＴコーディネー

タ協会が計画している研修コースやセミナーを下記に示します。ＩＴコーディネータ協

会が共催，協賛，後援するもので，それが知識ポイントの対象になる場合は，ＩＴコー

ディネータ協会のホームページで告知します。 

ＩＴコーディネータ協会が計画している研修コースやセミナー 

種 類 開催頻度・場所 内 容 

ＩＴコーディネータ全国

大会 
主として首都圏で年１回 

講演，ワークショップ，シンポジウ

ム，パネルディスカッション 

セミナー 

仙台，東京，名古屋，大阪，

広島，福岡等の各地で年2

回程度 

セミナー 

ミニケース研修 

仙台，東京，名古屋，大阪，

広島，福岡等の各地で年１

回程度 

２～３日間のケース研修 

ビデオセミナー 年１回程度 ホームページ上でのセミナー 

 

3.4. 外部機関が実施するＩＴコーディネータ協会が認定した研修コース(集合研修)

の受講 

ＩＴコーディネータ協会が「ＩＴコーディネータ専門知識教材・研修コース認定ガ

イドライン」にもとづき認定したＩＴコーディネータ協会以外の企業・団体が実施する

研修コースを受講することで知識ポイントを得ることができます。認定された研修コー

スは，ＩＴコーディネータ協会のホームページに「ＩＴコーディネータ専門知識研修コ

ース」として掲載されます。また，研修コースの認定時にその研修コースを受講して得

られるポイントが決まりますので，受講に際してはご確認ください。 



ＩＴコーディネータ資格 マルチエントリーポイント制度運用ガイドライン 

 
Copyright © 2002 ITCA. All rights reserved - 13 - 

 

3.5. 外部機関が実施するＩＴコーディネータ協会が認定した研修コース(通信教育

等)の受講 

内容は3.4.と同じですが，通信教育等のため時間に対するポイント割合が異なりま

す。 

 

3.6. 関連他資格 

ＩＴＣ又はＩＴＣ補資格認定後に下記の資格を新たに取得したり，資格を更新され

た場合に知識ポイントを得ることができます。対象になる資格は下記の通りです。 

知識ポイントの対象となる関連他資格 

関連他資格 詳  細 更新該当資格 

公認会計士 － ○ 

税理士 － － 

中小企業診断士 
旧商業部門，旧鉱工業部門，旧情報部門 を

含む 
○ 

技術士 情報工学部門 が対象 ○ 

高度情報処理技術者 

システムアナリスト，プロジェクトマネー

ジャー，システム監査技術者，上級システ

ムアドミニストレータ 

が対象 

－ 

公認情報システム監査人 － ○ 

ＰＭＰ － ○ 

日本経営品質賞審査員 主任審査員，審査員，審査員補 が対象 ○ 

 

3.6.1. 関連他資格取得 

関連他資格を新たに取得することにより，知識ポイントを得ることができます。Ｉ

ＴＣ又はＩＴＣ補の資格認定を受けた年度については，その年度の 4月 1日から翌年

の3月末日までに取得したものを有効とします。 

 

3.6.2. 関連他資格更新 

関連資格の中で継続学習を取り入れた資格の更新を持つ資格については，資格の更

新をすることにより，知識ポイントを得ることができます。ＩＴＣ又はＩＴＣ補の資格

認定を受けた年度については，その年度の4月1日から翌年の 3月末日までに取得し

たものを有効とします。 

 

3.7. 個人学習 

3.7.1. 外部機関が実施するＩＴコーディネータ協会が認定していない研修コース

及びセミナーの受講 

企業及び公的団体等が主催・実施するＩＴコーディネータ協会の認定を受けていな

い研修コース及びセミナーを受講することで，知識ポイントを得ることができます。こ

れには各種公的協会で規程された内部勉強会を含みます。 
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3.7.2. 自己の所属しているグループでの学習 

任意の団体及びグループの定期的な勉強会で学習することで，知識ポイントを得る

ことができます。ＩＴＣ及びＩＴＣ補が任意のグループを設立し，勉強会等を行なった

場合も当ケースに含まれます。当ケースで知識ポイントを得るためには，定期的な勉強

会であることを証明していただくために研修計画書の提出を求める場合があります。 

 

3.8. 協会が認定する定期刊行物の購読 

ＩＴコーディネータ協会が認定する定期刊行物を購読することにより，知識ポイン

トを得ることができます。認定された定期刊行物はＩＴコーディネータ協会のホームペ

ージに掲載されます。2002年1月現在，認定された定期刊行物はありません。 

 

3.9. 協会が発行する定期刊行物の購読 

ＩＴコーディネータ協会が発行する定期刊行物を購読することにより，知識ポイン

トを得ることができます。定期刊行物の発行予定は2002年1月現在未定です。 

 

3.10. 協会の委員会ごとに定める規程で，審査合格になったもの 

ＩＴコーディネータ協会では各委員会において下記のような成果物を募集する計画

です。これらに応募し，担当委員会の審査に合格した場合に知識ポイントを得ることが

できます。複数名で作成した場合は，獲得したポイントを作成した人数で割ったものが

個人の知識ポイントになります。募集案内等はＩＴコーディネータ協会のホームページ

に掲載します。 

ＩＴコーディネータ協会で募集予定の成果物 
成 果 物 例 

ケース研修教材の開発 
ＩＴＣ活動による成功事例論文 
ＩＴＣ専門知識に関する原稿発表及び学会発表及び書籍の執筆 
ＩＴＣ活動に寄与する図書の書評 

 

 

 

 

3.11. 協会の委員会活動のうち，知識ポイントにあたると規程された活動 

ＩＴコーディネータ協会の委員会及びその傘下のグループに属している人が，委員

会及びその傘下のグループの規程で知識ポイントにあたる活動を行った場合に知識ポ

イントを得ることができます。獲得できる知識ポイント等は，委員会及びその傘下のグ

ループの規程に従います。 

(協会) (資格者) (協会) (資格者) (協会) 

資格更新時に
ポイント申請 

(資格者) 

成果物をＨＰ
等で発表 

合格及びポイ
ントの通知 

委員会 
審査 

応募 
(成果物) 募集 
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４．実務ポイント 
実務ポイントとは，ＩＴＣプロセスガイドラインで示した活動内容に沿った実務活動及び

それに類する活動に対して与えるポイントです。なお，制度発足当初は，多くの方々が資格を

維持しながらＩＴＣプロセスガイドラインに沿った実務活動が行えるようにＩＴ関連業務及

び経営企画業務を幅広くとらえた実績認定とします。 

次に実務ポイントの取得項目とポイントを示します。なお，実務ポイントの取得項目，１

年度間の上限，ポイント換算等は，毎年度見直してその時点の現状に合う運用を行う予定です。 

 

実務ポイントの取得項目，対象者，１年度間の上限，ポイント換算，主な証明書類等 

取得項目 対象者 
１年度間 
の上限 

ポイント 
換算 

主な証明書類等 

ＩＴＣ補受験用ケース研修 受験者 ―― 25Ｐ 受講修了書 ケー
ス研
修 
ポイント不足者に対するＩＴＣ補，ＩＴ
Ｃ資格取得後のケース研修 

資格保持者 ―― 
4 時間で 
1Ｐ 

受講修了書 

マネジメントに関する実務経験 
助言・指導に関する実務経験 
評価に関する実務経験 
支援（実作業の伴うもの）に関する実務
経験 
監査に関する実務経験 
教育に関する実務経験 

実務 
経験 

プロジェクトのモニタリングに関する
実務経験 

資格保持者 ―― 
32 時間で 
1Ｐ 

活動を証明する
記録 

協会主催の研修・セミナー・交流会等に
おけるインストラクター・講師活動 

資格保持者 ―― 
8 時間で 
1Ｐ 

インストラクタ
ー・講師活動を証
明する書類 

協会 
活動 
協会の各種委員会およびその傘下のグ
ループ活動 

資格保持者 ―― 
8 時間で 
１Ｐ 

活動証明書 

協会認定の研修等におけるインストラ
クター・講師活動 

資格保持者 ―― 
16 時間で 
１Ｐ 

インストラクタ
ー・講師活動を証
明する書類 

公的機関が関与する中堅・中小企業向け
セミナー・交流会でのインストラクタ
ー・講師活動 

資格保持者 ―― 
16 時間で 
１Ｐ 

インストラクタ
ー・講師活動を証
明する書類 

実務 
活動 

都道府県等中小企業支援センター等が
行う専門家派遣事業での活動 

資格保持者 ―― 
16 時間で 
１Ｐ 

活動を証明する
書類 

 

4.1. ＩＴコーディネータ補受験用ケース研修 

ＩＴＣ補資格認定時に付与されるポイントです。ＩＴＣ補資格認定時に，資格認定

年度に対して与えられます。例えば，2002 年度にケース研修を修了し，2003 年度

にＩＴＣ補試験に合格して，2003 年度にＩＴＣ補に申請して認定された場合は，

2003年度の実務ポイントが25ポイント，2003年度の知識ポイントが40ポイント

として付与されます。ただし，ケース研修受講修了の有効期間は受講修了年度を含めて

３年度間ですので，その間にＩＴＣ補試験に合格してＩＴＣ補資格の認定を申請しなけ

れば，無効になります。 
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4.2. ポイント不足者に対するＩＴコーディネータ補，ＩＴコーディネータ資格取得

後のケース研修 

資格更新時に実務ポイントが不足して資格を維持できない人に対して実施するケー

ス研修です。2004年度以降に実施する予定です。 

 

4.3. 実務経験 

実務活動のうち，実務経験として認定される業務例を公認会計士，税理士，経営系

コンサルティング業務関係者，技術系コンサルティング業務関係者，情報処理関係技術

者，企業の企画・管理業務関係者に分けて記述します。公認会計士，税理士，経営系コ

ンサルティング業務関係者等の区分はあくまで業務の例を示すための範囲ですので，こ

の範囲を超えて実務経験を申請することは可能です。例えば，公認会計士が経営系コン

サルティング業務関係者の業務を実施した場合，それも認定される業務に入ります。 

 

4.3.1. 経営系コンサルティング業務関係者（中小企業診断士を含む）の場合 
 

マネジメントに関する実務経験 

・事業運営・組織のマネジメント（計画立案，業務管理，
経費管理，人材育成管理，情報管理，技術管理，知的
財産管理等） 
・各種プロジェクトのマネジメント 

助言・指導に関する実務経験 

・経営全般に関する助言・指導 
・工場改善，店舗改善，人事/労務制度の改善，財務体質
改善，技術戦略等に関する助言・指導 
・公的機関での相談業務 
・経営品質に関する助言・指導 
・ＯＡ化／ＩＴ化に関する助言・指導 
・新規創業に関する助言・指導 

評価に関する実務経験 

・生産性・稼働率等の評価 
・経営分析と評価 
・新規事業や事業多角化の評価 
・経営品質の審査 

支援（実作業の伴うもの）に関す
る実務経験 

・工場改善，店舗改善，人事/労務制度の改善，財務体質
改善，技術戦略等に関する支援 
・市場調査 
・ＯＡ化／ＩＴ化支援 
・Ｍ＆Ａの支援 

監査に関する実務経験 ・業務監査全般 

教育に関する実務経験 

・教育計画の立案とその実施 
・公的機関での講師活動 
・講師活動全般 
・書籍の執筆 
・研修教材の企画・開発 

プロジェクトのモニタリングに
関する実務経験 

・定期的な改善提言・モニタリング 
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4.3.2. 技術系コンサルティング業務関係者(技術士，中小企業診断士を含む)の場

合 
 

マネジメントに関する実務経験 

・事業運営・組織のマネジメント（計画立案，業務管理，
経費管理，人材育成管理，情報管理，技術管理，知的
財産管理等） 
・各種プロジェクトのマネジメント 

助言・指導に関する実務経験 

・製造・技術等の業務改善に関する助言・指導 
・ＩＳＯ等の認証取得に関する助言・指導 
・新技術や新製品開発に関する助言・指導 
・特許戦略に関する助言・指導 
・公的機関での相談業務 
・ＯＡ化／ＩＴ化に関する助言・指導 

評価に関する実務経験 

・生産性・稼働率等の評価 
・製造・技術に関する評価 
・業務管理水準の評価 
・新技術や新製品開発に関する評価 

支援（実作業の伴うもの）に関す
る実務経験 

・業務改善等に関する指導 
・新技術や新製品開発に関する支援 
・ＩＳＯ審査 
・ＯＡ化／ＩＴ化支援 
・技術移転の支援 

監査に関する実務経験 ・業務監査全般 

教育に関する実務経験 

・教育計画の立案とその実施 
・公的機関での講師活動 
・講師活動全般 
・書籍の執筆 
・研修教材の企画・開発 

プロジェクトのモニタリングに
関する実務経験 

・定期的な改善提言・モニタリング 
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4.3.3. 情報処理関係技術者（システム監査人を含む）の場合 
 

マネジメントに関する実務経験 

・事業運営・組織のマネジメント（計画立案，業務管理，
経費管理，人材育成管理，情報管理，技術管理，知的
財産管理等） 
・情報システム開発プロジェクトのマネジメント（計画
立案，進捗管理，費用管理，品質管理等） 
・情報システムの運用に関するマネジメント 

助言・指導に関する実務経験 

・ＩＴ投資に関する助言 
・ＩＴ戦略・情報化企画・調達・情報システム開発・運
用に関する助言・指導 
・情報活用に関する助言・指導 
・知的財産管理，標準化等に関する助言・指導 
・ＩＳＯ等の認証取得に関する助言・指導 

評価に関する実務経験 

・ＩＴ投資対効果の評価 
・セキュリティーの評価 
・ＩＴプロダクトの評価 
・ＣＭＭ®等にもとづく業務管理水準の評価 

支援（実作業の伴うもの）に関す
る実務経験 

・ＩＴ戦略・情報化企画・調達・情報システム開発・運
用に関する支援（プログラム開発，機械操作等のオペ
レーション業務を除く） 
・プロジェクトマネジメントの代行 
・情報活用に関した支援 
・情報システム構築のための各種調査・分析の支援 
・ＩＴプロダクト調査・紹介 

監査に関する実務経験 ・システム監査全般 

教育に関する実務経験 

・教育計画の立案とその実施 
・公的機関での講師活動 
・講師活動全般 
・書籍の執筆 
・研修教材の企画・開発 

プロジェクトのモニタリングに
関する実務経験 

・情報システム構築時のプロジェクトモニタリング 
・情報システムの運用モニタリング 
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4.3.4. 公認会計士の場合 
 

マネジメントに関する実務経験 

・会計事務所・監査法人等の運営のマネジメント（計画
立案，業務管理，経費管理，人材育成管理，情報管理，
技術管理，知的財産管理等） 
・各種プロジェクトのマネジメント 

助言・指導に関する実務経験 

・株式公開の助言・指導 
・事業再編における会計・税務・商法等の助言・指導 
・会計処理に関する助言・指導 
・ファイナンスに関する助言・指導 
・経営全般に関する助言 
・公的機関での相談業務 
・ＯＡ化／ＩＴ化に関する助言・指導 

評価に関する実務経験 
・合併・相続等に関わる株価算定及び企業価値の評価 
・会計監査に伴う内部統制の評価 
・経営全般に関する評価 

支援（実作業の伴うもの）に関す
る実務経験 

・ＯＡ化／ＩＴ化支援 
・Ｍ＆Ａの支援 

監査に関する実務経験 
・会計監査（「法定監査」及び「任意監査」の全般） 
・地方公共団体向けの外部監査 

教育に関する実務経験 

・教育計画の立案とその実施 
・公的機関での講師活動 
・講師活動全般 
・書籍の執筆 
・研修教材の企画・開発 

プロジェクトのモニタリングに
関する実務経験 

・顧問契約等による定期的な改善提言 
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4.3.5. 税理士の場合 
 

マネジメントに関する実務経験 

・税理士事務所・税理士法人等の運営のマネジメント（計
画立案，業務管理，経費管理，人材育成管理，情報管
理，技術管理，知的財産管理等） 
・各種プロジェクトのマネジメント 

助言・指導に関する実務経験 

・税務相談業務（税務に関する助言・指導） 
・事業再編における会計・税務・商法等の助言・指導 
・会計処理に関する助言・指導 
・ファイナンスに関する助言・指導 
・経営全般に関する助言 
・公的機関での相談業務 
・ＯＡ化／ＩＴ化に関する助言・指導 

評価に関する実務経験 
・合併・相続等に関わる株価算定及び企業 
・経営分析と評価 
・新規事業や事業多角化の評価 

支援（実作業の伴うもの）に関す
る実務経験 

・税務代理業務（法人税，所得税，資産税等の税務申告） 
・税務書類の作成 
・ＯＡ化／ＩＴ化支援 
・Ｍ＆Ａの支援 

監査に関する実務経験 
・税務業務における帳簿チェック等 
・地方公共団体向けの外部監査 

教育に関する実務経験 

・教育計画の立案とその実施 
・公的機関での講師活動 
・講師活動全般 
・書籍の執筆 
・研修教材の企画・開発 

プロジェクトのモニタリングに
関する実務経験 

・顧問契約等による定期的な改善提言 
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4.3.6. 経営者，経営企画・管理，営業企画・管理，生産企画・管理，研究開発企

画・管理，システム企画・管理等の場合 
 

マネジメントに関する実務経験 

・事業運営のトップ・ミドルマネジメント 
・事業運営・組織のマネジメント（計画立案，業務管理，
経費管理，人材育成管理，情報管理，技術管理，知的
財産管理等） 
・各種プロジェクトのマネジメント 

助言・指導に関する実務経験 

・経営全般に関する助言・指導 
・リスクマネージメントに関する助言・指導 
・経営品質に関する助言・指導 
・教育システム構築に関する助言・指導 
・ＯＡ化／ＩＴ化に関する助言・指導 
・情報活用に関する助言・指導 

評価に関する実務経験 

・経営分析・評価 
・教育システムに関する評価 
・ＩＴ投資対効果の評価 
・生産性・業務管理水準の評価 

支援（実作業の伴うもの）に関す
る実務経験 

・経営企画・営業企画・業務企画管理及びマーケティン
グの各業務 
・事業戦略立案業務 
・経営改善・業務改善の立案とその実施 
・情報システム構築・改善・情報活用のための各種調査・
分析・実施の支援 
・ＯＡ化／ＩＴ化支援 
・新技術や新製品開発に関する支援 

監査に関する実務経験 ・内部監査全般 

教育に関する実務経験 

・教育計画の立案とその実施 
・公的機関での講師活動 
・講師活動全般 
・書籍の執筆 
・研修教材の企画・開発 

プロジェクトのモニタリングに
関する実務経験 

・実績評価基準の策定と運用 
・事業遂行状況のモニタリング 
・教育の実施状況のモニタリング 
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4.4. 協会主催の研修・セミナー・交流会等におけるインストラクター・講師活動 

ＩＴコーディネータ協会が主催（共催を含む）するケース研修，研修・セミナー・

交流会（資格取得希望者を対象にした専門知識研修，資格認定者を対象にした継続学習

のための研修，経営者等を対象にした研修等）の講師・インストラクターを行った場合

に実務ポイントが付与されます。 

 

4.5. 協会の各種委員会およびその傘下のグループ活動 

ＩＴコーディネータ協会の委員会及びその傘下のグループに属している人が，委員

会及びその傘下のグループの規程で実務ポイントにあたる活動を行った場合に実務ポ

イントを得ることができます。獲得できる実務ポイント等は，委員会及びその傘下のグ

ループの規程に従います。 

 

4.6. 協会認定の研修等におけるインストラクター・講師活動 

ＩＴコーディネータ協会が認定する専門知識研修（資格取得希望者を対象にした専

門知識研修，資格認定者を対象にした継続学習のための研修，経営者等を対象にした研

修等）の講師・インストラクターを行った場合に実務ポイントが付与されます。 

 

4.7. 公的機関が関与する中堅・中小企業向けセミナー・交流会でのインストラクタ

ー・講師活動 

企業・団体等が実施する研修，セミナー，交流会の講師・インストラクターを行っ

た場合に実務ポイントが付与されます。 

 

4.8. 都道府県等中小企業支援センター等が行う専門家派遣事業での活動 

都道府県等中小企業支援センター等が行う専門家派遣事業での活動を行った場合，

実務ポイントが付与されます。経済産業省が実施しているＩＴＳＳＰプロジェクト活動

のセミナー等の講師，企業訪問による企業支援活動，交流会のコーディネータも当活動

に含まれます。 
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５．資格の更新手続き 
資格の更新は次のような手順で行う予定です。資格更新手続きの日程および詳細手続きは

後日公表します。 

・更新年度の前年度の３月下旬頃に申請に必要な過去２年度間の知識ポイント，実務

ポイントを記載した資格更新のための「申請書」をＩＴコーディネータ協会が送付

します。 

・資格者が資格の更新手数料を支払います。 

・「申請書」に当年度の知識ポイント，実務ポイント等を記載し，協会宛に送付しま

す。協会で審査後に更新の通知を送付します。 

・同時に申請された方を対象に任意のサンプル抽出よる監査を実施します。監査対象

になった方には，知識ポイント，実務ポイントの証明のための詳細な書類を提出し

ていただき，審査します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去２年間の知
識・実務ポインの通
知（３月） 

当年度分の知識・実
務ポイントの申告 

知識・実務ポイント
の審査 
（４，５月） 

詳細書類の提出者

の選定 

知識・実務ポイン説
明の詳細書類の提
出 

詳細書類の審査 
資格の更新通知 

（６月） 

（協会） （資格認定者） （協会） （協会） 

（協会） （協会） 

（資格認定者） 
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６．資格更新の申請フォーマット例と実務実績の公開 
資格更新時に申請していただく書類フォーマットについては後日正式版を公表する予定で

す。今回は，申請に必要な情報を理解していただくために，サンプルとして次頁以降にフォー

マット例を掲載します。ＩＴＣ資格更新申請書は，「知識ポイント」記入様式，「実務ポイン

ト」記入様式，「実務実績の概要」記入様式の３様式から構成されます。「実務実績の概要」

は，「実務ポイント」記入様式の実務実績欄に記入した１実務実績に対して１枚必要です。ま

た，「実務実績の概要」については，ＩＴＣとしての高い信頼性を築いてゆくために証明者を

必須にしています。また，「実務実績の概要」の内容の公開レベルを「実務ポイント」記入様

式の公開レベル欄に記入していただき，その申請していただいたレベルで，公開します。 

ＩＴコーディネータ協会が主催する継続研修受講，委員会等グループ活動等に対するポイ

ント申請に対しても，ポイント申請時に証明が可能なようにＩＴコーディネータ協会から発行

された実績資料を各自が保管する必要があります。 
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ＩＴコーディネータ資格更新申請書 

 

 ＩＴコーディネータ資格更新 申請年月日              

 ＩＴコーディネータ補資格更新 申請者名               

 ＩＴコーディネータ資格申請 資格番号               

 

知識ポイント 

取得項目 
時間・件
数等の
数量 

ﾎﾟｲﾝﾄ 
換算率 

申請 
ﾎﾟｲﾝﾄ 
※ 

前年度 
取得 
ﾎﾟｲﾝﾄ 

前々年
度 
取得 
ﾎﾟｲﾝﾄ 

ﾎﾟｲﾝﾄ 
合計 

ＩＴＣ補試験又はプロフェッショ

ナル特別認定制度による初期取得

ポイント 
－ － － 

  
－ 

ポイント不足者に対する知識試験  ４０Ｐ     

ＩＴコーディネータ協会が主催す

る研修コース，セミナー受講 
 ４時間１Ｐ     

外部機関が実施するＩＴコーディ

ネータ協会が認定した研修コース

（集合研修）の受講 

 
４時間１Ｐ 

    

外部機関が実施するＩＴコーディ

ネータ協会が認定した研修コース

（通信教育）の受講 

 
８時間１Ｐ 

    

関連他資格取得  1 資格１０Ｐ     

関連他資格更新  1 資格５Ｐ     

個人学習  ８時間１Ｐ     

ケース研修教材等の開発  ８時間１Ｐ     

ＩＴＣ活動による成功事例論文  1 件３Ｐ     

ＩＴＣ専門知識に関する原稿発表

及び学会発表及び書籍の執筆 
 １件２Ｐ     

ＩＴＣ活動に寄与する図書の書評  １件１Ｐ     

協会の委員会活動のうち，知識ポイ

ントにあたると規程された活動 

 
４時間１Ｐ 

    

       

※申請ポイントへの換算は項目毎実績（時間・件数等）の年間合計値をポイント換算率で換算し，小数点以下を切り

捨てた結果といたします。 
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実務ポイント 

取得項目 時間 
ﾎﾟｲﾝﾄ 
換算率 

申請 
ﾎﾟｲﾝﾄ 
※１ 

前年度
取得 
ﾎﾟｲﾝﾄ 

前々年
度取得
ﾎﾟｲﾝﾄ 

ﾎﾟｲﾝﾄ合
計 

ＩＴＣ補ケース研修又はプロフェ

ッショナル特別認定制度による初

期取得ポイント 
－ － － 

  
－ 

ポイント不足者に対するＩＴＣ補，

ＩＴＣ資格取得後のケース研修 
 ４時間１Ｐ     

協会主催の研修・セミナー・交流会

等におけるｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・講師活動 
 ４時間１Ｐ     

協会の各種委員会活動  ４時間１Ｐ     

協会主催以外の中堅・中小企業向け

セミナー・交流会でのｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・

講師活動 

 
16 時間１Ｐ 

    

都道府県等中小企業支援センター

等が行う専門家派遣事業での活動 
 16 時間１Ｐ     

顧客名／ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

名 

公開ﾚ
ﾍﾞﾙ 
※２ 

－ － － － － － 

   32 時間１Ｐ     

   32 時間１Ｐ     

   32 時間１Ｐ     

   32 時間１Ｐ     

   32 時間１Ｐ     

   32 時間１Ｐ     

   32 時間１Ｐ     

実
務
実
績 

   32 時間１Ｐ     

         

※１申請ポイントへの換算は各項目毎実績（時間・件数等）の年間合計値をポイント換算率で換算し，小数点以下を

切り捨てた結果といたします。 

※２公開レベルは，実務実績の概要書の記述項目に対して公開レベルを示したもので，Ａ：全て公開，B：実務実績

の概要欄のみ可，X：全て非公開 を記入する。 

 

更新申請ポイント合計 
 

申請ﾎﾟｲﾝﾄ 
前年度 
取得ﾎﾟｲﾝﾄ 

前々年度 
取得ﾎﾟｲﾝﾄ 

ﾎﾟｲﾝﾄ合計 

知識ポイント     

実務ポイント     
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ＩＴコーディネータ実務実績の概要 

 

申請者名               

資格番号               

 

顧客企業名 顧客業種 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ期間・作業期間 作業時間 

    年  月 ～  年  月 時間 

仕事を遂行したフェーズ 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名・業務名 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・業務遂行上

の立場 
経営戦
略策定 

戦略情
報化企
画 

情報化
資源調
達 

情報ｼｽ
ﾃﾑ開
発･ﾃｽ
ﾄ導入 

運用ｻｰ
ﾋﾞｽ・
ﾃﾞﾘﾊﾞ
ﾘｰ 

その他 

        

実務実績の概要（500字以内） 

 

 

 

＜証明者＞ 

会社名                      

住所                                       

電話番号                      

役職等                       

氏名                      サイン              

証明者は，顧客企業の方又は申請者が所属する企業の上長の方に限ります。申請者が所属企業の代表

者等の場合は，申請者自身が証明者になることが可能です。 
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